【法人・事業所　⇒　本人（家族）　説明用】

◎濃厚 (のうこう)接触 (せっしょく)・ＰＣＲ検査 (けんさ)受検 (じゅけん)の事実 (じじつ)の情報 (じょうほう)共有 (きょうゆう)の同意 (どうい)について

　○もしも、検査 (けんさ)の結果 (けっか)が陽性 (ようせい)であった場合 (ばあい)に、早く準備 (じゅんび)をするために情報 (じょうほう)共有 (きょうゆう)を行うものです。

　○障 (しょう)がい者 (しゃ)福祉課 (ふくしか)と利用 (りよう)サービス事業所間 (じぎょうしゃかん)の情報 (じょうほう)共有 (きょうゆう)は、本人 (ほんにん)（家族 (かぞく)）の同意 (どうい)に基 (もと)づいて行うもので、強制 (きょうせい)ではありません。

　○感染 (かんせん)拡大 (かくだい)防止 (ぼうし)のために、なるべく同意 (どうい)について協力 (きょうりょく)をお願 (ねが)いします。

　○同意 (どうい)していただけた場合 (ばあい)は、次 (つぎ)の点 (てん)を守 (まも)ります。
①あなたが利用 (りよう)する福祉 (ふくし)サービスの法人 (ほうじん)の外部 (がいぶ)には一切 (いっさい)もらしません。
②他 (た)の利用者 (りようしゃ)及びその家族 (かぞく)に知られることのないようにします。
③同一 (どういつ)法人内 (ほうじんない)であっても情報 (じょうほう)共有 (きょうゆう)は必要 (ひつよう)な人 (ひと)だけとします。
④同意書 (どういしょ)は、きちんと保管 (ほかん)し、感染症 (かんせんしょう)が終息 (しゅうそく)してから３年 (ねん)保管後 (ほかんご)に適 (てき)切 (せつ)に捨 (す)てます。

[bookmark: _GoBack]○同意書 (どういしょ)は、いずれかの事業所 (じぎょうしょ)へ提 (てい)出 (しゅつ)すれば良 (よ)く、利用 (りよう)しているすべての事業所 (じぎょうしょ)へ提 (てい)出 (しゅつ)する必要 (ひつよう)はありません。

　○もしも、保健所 (ほけんしょ)から濃厚 (のうこう)接触者 (せっしょくしゃ)であると伝 (つた)えられたり、医師 (いし)のすすめによりＰＣＲ検査 (けんさ)を受 (う)けることになった場合 (ばあい)は、同意書 (どういしょ)を提 (てい)出 (しゅつ)した事業所 (じぎょうしょ)に、そのことを教 (おし)えてください。
